
山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

五
七
〇



五
七
一

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

五
七
二



五
七
三

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

五
七
四



五
七
五

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

五
七
六



五
七
七

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

五
七
八



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

五
七
九

'
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
人
事
委
員
会
の
業
務
の
状
況
に
つ
い
て

山
梨
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
人
事
委
員
会
か
ら
次
の
と
お
り
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
人
事
委
員
会
の

業
務
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

五
八
〇



五
八
一

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

五
八
二



五
八
三

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

五
八
四

'

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
笛
吹

川
沿
岸
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

田
辺
　
篤

甲
州
市
塩
山
下
於
曽
一
二
四
〇
番
地

平
成
二
十
二
年
九
月
九
日

同

萩
原
　
辰
夫

同
　
　
塩
山
中
萩
原
二
八
八
番
地

同

同

白
川
　
榮

同
　
　
塩
山
上
井
尻
一
四
五
六
番
地

同

同

武
藤
　
雅
美

同
　
　
勝
沼
町
勝
沼
三
一
六
九
番
地

同

同

堀
内
　
喜
彦

同
　
　
　
　
　
休
息
一
四
三
〇
番
地

同

同

三
森
　
直
尚

同
　
　
　
　
　
菱
山
一
一
九
八
番
地

同

同

竹
越
　
久
高

山
梨
市
小
原
西
九
五
二
番
地
二

同

同

深
沢
　
博

同
　
　
万
力
一
四
二
一
番
地

同

同

窪
田
　
英
文

同
　
　
北
八
八
二
番
地

同

同

渡
辺
　
祐
夫

同
　
　
牧
丘
町
杣
口
六
六
九
番
地

同

同

鶴
田
　
佳
則

同
　
　
　
　
　
倉
科
四
八
三
八
番
地

同

同

河
野
　
四
郎

笛
吹
市
春
日
居
町
鎮
目
四
二
九
番
地
一
同

同

岡
　
　
三
郎

同
　
　
　
　
　
　
別
田
七
七
番
地

同

同

荻
野
　
正
直

同
　
　
石
和
町
井
戸
三
三
九
番
地

同

同

石
原
　
俊
夫

同
　
　
　
　
　
中
川
七
三
三
番
地

同

同

前
田
　
初
男

同
　
　
御
坂
町
栗
合
二
六
四
番
地
一

同

同

岩
間
富
士
雄

同
　
　
　
　
　
成
田
五
九
二
番
地
一

同

同

岩
間
　
一
己

同
　
　
　
　
　
金
川
原
六
四
四
番
地

同

同

小
野
　
勝

同
　
　
一
宮
町
塩
田
四
四
一
番
地

同

同

小
林
　
嶺
生

同
　
　
　
　
　
中
尾
一
一
〇
七
番
地

同

同

田
草
川
和
男

同
　
　
　
　
　
末
木
七
五
九
番
地

同

同

樋
口
　
猛

同
　
　
八
代
町
南
一
〇
二
三
番
地

同

同

風
間
　
好
美

同
　
　
　
　
　
北
一
〇
九
三
番
地

同

同

宮
澤
　
黎
夫

同
　
　
境
川
町
寺
尾
三
八
八
六
番
地
一
同

同

深
澤
　
照
彦

同
　
　
　
　
　
小
山
六
六
六
番
地
二

同

同

宮
島
　
雅
展

甲
府
市
寿
町
二
〇
番
五
号

同

同

五
味
　
務

同
　
　
右
左
口
町
三
八
四
六
番
地

同

同

田
中
　
良
彦

同
　
　
　
　
　
　
三
五
〇
番
地

同

同

田
中
　
久
雄

中
央
市
東
花
輪
一
八
七
九
番
地
一

同

同

塚
田
　
徳
夫

同
　
　
高
部
一
六
五
五
番
地

同

同

石
原
　
宏

同
　
　
浅
利
二
九
七
〇
番
地

同

同

久
保
　
眞
一

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門

同

九
二
三
番
地



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

五
八
五

同

塩
島
　
學

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
大
塚

同

四
一
八
七
番
地

同

長
田
　
一
明

甲
斐
市
亀
沢
三
九
一
二
番
地

同

監
　
事

広
瀬
　
正
治

甲
州
市
塩
山
下
栗
生
野
一
三
七
番
地

同

同

龍
澤
　
敦

笛
吹
市
境
川
町
前
間
田
一
四
七
番
地
二
同

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

田
辺
　
篤

甲
州
市
塩
山
下
於
曽
一
二
四
〇
番
地

平
成
二
十
二
年
九
月
十
日

同

山
本
　
紘
典

同
　
　
塩
山
三
日
市
場
一
七
二
一
番
地
同

同

萩
原
　
孟
一

同
　
　
塩
山
中
萩
原
二
八
五
七
番
地

同

同

古
屋
　
匡
三

同
　
　
勝
沼
町
上
岩
崎
三
四
八
番
地

同

同

平
塚
　
義

同
　
　
勝
沼
町
勝
沼
三
二
四
六
番
地
二
同

同

三
森
　
直
尚

同
　
　
　
　
　
菱
山
一
一
九
八
番
地

同

同

竹
越
　
久
高

山
梨
市
小
原
西
九
五
二
番
地
二

同

同

深
沢
　
博

同
　
　
万
力
一
四
二
一
番
地

同

同

窪
田
　
英
文

同
　
　
北
八
八
二
番
地

同

同

鶴
田
　
佳
則

同
　
　
牧
丘
町
倉
科
四
八
三
八
番
地

同

同

渡
邉
　
祐
夫

同
　
　
　
　
　
杣
口
六
六
九
番
地

同

同

山
本
　
武
志

笛
吹
市
春
日
居
町
鎮
目
七
四
七
番
地
一
同

同

岡
　
　
三
郎

同
　
　
　
　
　
　
別
田
七
七
番
地

同

同

荻
野
　
正
直

同
　
　
石
和
町
井
戸
三
三
九
番
地

同

同

石
原
　
俊
夫

同
　
　
　
　
　
中
川
七
三
三
番
地

同

同

中
村
　
正
彦

同
　
　
御
坂
町
井
之
上
一
三
二
一
番
地
同

同

浅
川
　
朝
世

同
　
　
　
　
　
二
之
宮
一
五
〇
七
番
地
同

同

河
野
　
徳
道

同
　
　
　
　
　
金
川
原
一
三
九
五
番
地
同

同

小
野
　
　
勝

同
　
　
一
宮
町
塩
田
四
四
一
番
地

同

同

小
林
　
嶺
生

同
　
　
　
　
　
中
尾
一
一
〇
七
番
地

同

同

雨
宮
　
孝
一

同
　
　
　
　
　
田
中
四
一
四
番
地

同

同

鈴
木
　
一
仁

同
　
　
八
代
町
北
一
八
三
七
番
地

同

同

内
藤
　
武
寛

同
　
　
　
　
　
増
利
一
九
一
九
番
地

同

同

小
林
　
仁

同
　
　
境
川
町
藤
垈
四
六
七
一
番
地
一
同

同

深
澤
　
照
彦

同
　
　
　
　
　
小
山
六
六
六
番
地
二

同

同

宮
島
　
雅
展

甲
府
市
寿
町
二
〇
番
五
号

同

同

田
中
　
良
彦

同
　
　
右
左
口
町
三
五
〇
番
地

同

同

池
谷
　
陸
雄

同
　
　
中
畑
町
七
〇
一
番
地

同

同

田
中
　
久
雄

中
央
市
東
花
輪
一
八
七
九
番
地
一

同

同

小
沢
　
治

同
　
　
木
原
八
六
九
番
地

同

同

有
泉
　
喜
弘

同
　
　
大
鳥
居
一
四
五
番
地

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

五
八
六

同

久
保
　
眞
一

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門

同

九
二
三
番
地

同

塩
島
　
學

同
　
　
　
　
　
　
　
　
大
塚

同

四
一
八
七
番
地

同

長
田
　
一
明

甲
斐
市
亀
沢
三
九
一
二
番
地

同

監
　
事

広
瀬
　
正
治

甲
州
市
塩
山
下
粟
生
野
一
三
七
番
地

同

同

中
村
　
善
次

笛
吹
市
一
宮
町
新
巻
五
〇
五
番
地

同

'

土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
認
可

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
事
業
計
画
を
認
可
し
た
。

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
組
合
の
名
称

富
士
吉
田
市
雨
坪
土
地
区
画
整
理
組
合

二
　
事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で

三
　
施
行
地
区

富
士
吉
田
市
大
字
小
明
見
字
雨
坪
、
字
愛
地
宿
、
字
滝
澤
、
字
上
手
及
び
字
丸
の
各
一
部

四
　
事
務
所
の
所
在
地

富
士
吉
田
市
下
吉
田
千
八
百
四
十
二
番
地
　
富
士
吉
田
市
役
所
内

五
　
設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
二
年
三
月
四
日

六
　
事
業
計
画
の
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

'

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

笛
吹
市
御
坂
町
上
黒
駒
字
御
馬
休
所
二
九
六
二
の
一
の
一
部
、
二
九
六
二
の
三
、
二
九
六
二
の
四
、

二
九
六
四
、
二
九
六
七
の
二
、
二
九
六
九
の
七
、
二
九
六
九
の
九
、
二
九
六
九
の
一
〇
、
二
九
六
九

の
一
二
、
二
九
六
九
の
一
三
、
二
九
六
九
の
一
五
及
び
二
九
六
九
の
一
六
の
区
域

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
路
、
水
路

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
東
建
設
事
務
所
及
び
笛
吹
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

笛
吹
市
御
坂
町
上
黒
駒
二
千
九
百
六
十
四
番
地
　
社
会
福
祉
法
人
光
珠
福
祉
会
　
理
事
長
　
渡
辺

宏
子

公
安
委
員
会

'

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

山
梨
県
警
察
本
部
長
　
　
唐
　
　
木
　
　
芳
　
　
博

一
　
落
札
に
係
る
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

放
置
駐
車
違
反
管
理
シ
ス
テ
ム
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
　
山
梨
県
甲
府
市
中
央
一
丁
目
十
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
二
年
九
月
十
四
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
　
東
京
都
立
川
市
曙
町
二
丁
目
十
七
番
三
号



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
七
十
七
号
　
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

五
八
七

五
　
落
札
金
額

八
千
六
百
八
十
二
万
六
千
六
百
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
二
年
八
月
五
日

そ
　
の
　
他

山
梨
県
議
会
訓
令
甲
第
三
号

山
梨
県
議
会
事
務
局
職
員
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

山
梨
県
議
会
事
務
局
長
　
　
土
　
　
屋
　
　
正
　
　
文

山
梨
県
議
会
事
務
局
職
員
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
を
廃
止
す
る

訓
令

山
梨
県
議
会
事
務
局
職
員
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
六
年

山
梨
県
議
会
訓
令
第
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
議
会
訓
令
甲
第
四
号

山
梨
県
議
会
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日

山
梨
県
議
会
議
長
　
　
武
　
　
川
　
　
　
　
　
勉

山
梨
県
議
会
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
議
会
事
務
局
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
議
会
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
六
条
の
見
出
し
を
「（
そ
の
他
の
職
員
）」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
号
チ
中
「
人
事
」
の
下
に
「（
人
事
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）」
を
加
え
、

同
号
ル
中
「
総
務
課
所
管
」
を
「
総
務
課
の
所
管
に
属
す
る
事
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
ヨ
中
「
議

事
調
査
課
所
管
」
を
「
議
事
調
査
課
の
所
管
に
属
す
る
事
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
四
号
及
び
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
　
次
長
の
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
、
有
給
休
暇
（
年
次
有
給
休
暇
を
除
く
。）、
介
護
休
暇
及
び

勤
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
の
承
認
並
び
に
週
休
日
の
振
替
（
四
時
間
の
勤
務
時
間
の
割
振
り

変
更
を
含
む
。）
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
次
長
の
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
の
規
定
に

よ
る
部
分
休
業
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
条
中
第
七
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
六
号
を
第
十
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え

る
。六

　
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
次
長
の
服
務
に
関
す
る
許
可
又
は
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
二
月
を
超
え
る
期
間
の
臨
時
的
任
用
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
職
員
の
身
分
証
明
書
及
び
職
員
き
章
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
次
長
、
課
長
及
び
課
に
属
さ
な
い
職
員
の
身
分
証
明
書
の
書
換
え
の
検
認
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
次
長
の
専
決
事
項
）

第
九
条

次
長
の
専
決
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
職
員
の
定
期
昇
給
及
び
昇
格
の
内
申
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
課
長
及
び
課
に
属
さ
な
い
職
員
（
局
長
及
び
次
長
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

の
旅
行
の
命
令
及
び
そ
の
復
命
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
課
長
及
び
課
に
属
さ
な
い
職
員
の
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
、
有
給
休
暇
（
年
次
有
給
休
暇
を
除

く
。）、
介
護
休
暇
及
び
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
の
承
認
並
び
に
週
休
日
の
振
替
え
（
四

時
間
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
を
含
む
。）
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
課
長
及
び
課
に
属
さ
な
い
職
員
の
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る

部
分
休
業
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
課
長
及
び
課
に
属
さ
な
い
職
員
の
服
務
に
関
す
る
許
可
又
は
承

認
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
告
示
、
公
告
及
び
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
五
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

二
　
総
括
課
長
補
佐
、
政
務
調
査
監
、
課
長
補
佐
、
副
主
幹
、
主
査
及
び
副
主
査
の
旅
行
命
令
及
び

そ
の
復
命
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
総
括
課
長
補
佐
及
び
政
務
調
査
監
の
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
、
有
給
休
暇
（
年
次
有
給
休
暇
を

除
く
。）、
介
護
休
暇
、
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
の
承
認
並
び
に
週
休
日
の
振
替
（
四
時

間
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
を
含
む
。）
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
所
属
職
員
の
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
承
認
に

関
す
る
こ
と
。

第
十
条
中
第
五
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。



七
　
諸
証
明
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
定
例
的
な
各
種
の
資
料
、
統
計
及
び
印
刷
物
の
作
成
、
収
集
及
び
交
換
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
行
政
文
書
の
開
示
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
第
三
号
及
び
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
　
二
月
以
内
の
期
間
の
臨
時
的
任
用
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
職
員
（
第
八
条
第
九
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。）
の
身
分
証
明
書
の
書
換
え
の
検
認
に
関
す

る
こ
と
。

第
十
一
条
第
七
号
中
「
支
出
」
を
「
金
額
が
百
万
円
以
上
の
収
入
の
通
知
及
び
支
出
」
に
改
め
、
同

号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
中
「
千
万
円
」
を
「
が
百
万
円
以
上
一
千
万
円
」
に
改
め
、
同

号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
五
号
中
「
千
万
円
」
を
「
が
百
万
円
以
上
一
千
万
円
」
に
改
め
、
同

号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
　
目
節
の
流
用
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九
　
物
品
及
び
雑
部
金
の
出
納
の
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
総
括
課
長
補
佐
の
共
通
専
決
事
項
）

第
十
三
条

総
括
課
長
補
佐
の
共
通
専
決
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
主
任
及
び
第
六
条
に
規
定
す
る
職
員
の
旅
行
命
令
及
び
そ
の
復
命
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
所
属
職
員
（
課
長
及
び
第
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
の

年
次
有
給
休
暇
の
付
与
、
有
給
休
暇
（
年
次
有
給
休
暇
を
除
く
。）、
介
護
休
暇
及
び
職
務
に
専

念
す
る
義
務
の
免
除
の
承
認
並
び
に
週
休
日
の
振
替
（
四
時
間
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
を
含

む
。）
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
所
属
職
員
の
時
間
外
勤
務
及
び
休
日
勤
務
（
休
日
の
代
休
日
を
含
む
。）
の
命
令
並
び
に
時
間

外
勤
務
代
休
時
間
及
び
休
日
の
代
休
日
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
軽
易
な
事
項
の
通
知
、
照
会
、
回
答
及
び
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
そ
の
他
定
例
又
は
軽
易
で
課
長
の
指
示
の
あ
っ
た
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
四
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
扶
養
親
族
の
認
定
並
び
に
通
勤
手
当
、
住
居
手
当
及
び
単
身
赴
任
手
当
に
係
る
確
認
及
び
決
定

に
関
す
る
こ
と
。

第
十
四
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
金
額
」
を
「
金
額
が
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
金
額
」
を

「
金
額
が
」
に
改
め
、「
百
万
円
未
満
の
」
の
下
に
「
収
入
の
通
知
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
中

「
児
童
手
当
」
の
下
に
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
加
え
る
。

第
十
九
条
の
見
出
し
を
「（
準
用
）」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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平
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